
 

令和３年 11 月 19 日 

観 光 庁 

 

感染リスクを避けて安心で楽しい旅行へ！ 
～旅行者向け「新しい旅のエチケット」を改訂しました～ 

 

安全・安心に旅行していただくためには基本的な感染防止対策の徹底が重要です。 

そこで、年末年始を控える中で、観光庁、国土交通省、旅行連絡会(※)が連携し、旅行

者の皆様に留意していただきたい事項をまとめた「新しい旅のエチケット」について、

最新の状況等を踏まえて改訂しました（別紙参照）。 

（※）旅行連絡会：交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成 

 

 

＜改訂のポイント＞ 

○ 旅行の前後も対象とした内容に見直し  

  （例） 

・すいている時期・時間帯の旅行計画 

・旅行の前や後も含めた健康チェック 

 ○ 感染対策の動向を踏まえた見直し 

  （例） 

・ワクチン接種後のマスク着用や手洗い      

・第三者認証を受けたお店・宿の利用 

 

 

 

改訂した「新しい旅のエチケット」については、観光庁ホームページへの掲載や動画

広告をはじめとして、観光・交通事業者の協力も得て周知を図っていきます。 

 

【お問い合わせ先】 

観光庁 外客受入参事官室 担当：与那嶺、大畑、木村、齋藤 

  TEL 03-5253-8111（代表)（内線 27903、27911、27993） 

TEL 03-5253-8972（直通） 

  FAX 03-5253-8123 


